
次へ

※県バドミントン協会への団体登録は、仕組みとして存在しません。（県協会に問い合わせないこと）

※個人の登録番号は、競技を続けている限り変わることがありません。更新手続きは毎年行ってください。

　　　NO

地域スポーツ団体（地域クラブ活動）として、県中体連に登録するまでの流れ（概要版）

総合型スポーツ団体

（スポーツ２１）

継続的に活動してい

るジュニアチーム
新規チーム

登録年度の前年度に活動実績はありますか？

         GO          GO          GO

県中体連本部に団体登録申請書類を送付

※競技部細則や留意事項を確認。

※スポーツ庁から出されている、部活動ガイドラインを遵守していることが登録条件となっています。必

　ず活動時間を守ってください。

　　NO

〇新２・３年生（登録申請時は１・２年生）は４月の始業式までに選手の意思

　を確認し、名簿を作成・提出してください。

〇新１年生（登録申請時は小６）は、４月末日までに選手の意思を確認し、名

　簿を作成・提出してください。

※日本バドミントン協会の登録番号の発行が間に合わない場合は、発行された時点で名簿を再度作成・提出する。

中体連が定める締切を確認

※申請時に、在籍する選手が確定している場合は、名簿に記載する。

※日本バドミントン協会の個人登録は、３～４月ごろにかけて、県中体連バドミントン競技部より案内

　を行います。随時、登録を行ってください。

中央競技団体（団体名：日本バ

ドミントン協会）にチェックを

入れてください。

チーム代表者が有している公認資格を記入、その他の

代表者②～④（競技部としては「登録コーチ」と表

現）を記入してください。

代表者が公認資格を有してい

ない。または、取得する予定

がない場合は、新規チームと

して登録してください。

　　　スポーツ２１・ジュニア

活動実績が必要です。次年度

に登録を行うため活動を行っ

てください。

県中体連本部の様式をダウンロー

ドしてください。

　　　YES

　　　　　　　YES


